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国民スポーツ大会 全国障害者スポーツ大会

ボッチャ（身）軟式野球（成年男子） ゴルフ（少年男子）

グラウンド・ゴルフ ソフトバレーボール カローリング

サッカー（少年女子・少年男子） 高等学校野球（軟式） フライングディスク（身・知）

その他開催競技や

場所など詳しくはコチラ
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TOPICS

　令和４年７月１４日（木）に滋賀県が令和７年開催の第７９回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」（現在の国

民体育大会）の開催地となることが決定し、令和７年９月２８日（日）～１０月８日（水）の１１日間にわたり、熱い闘いが

繰り広げられることになります！併せて、第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」の開催も決定と

なり、会期については、後日決定となります。

　甲賀市では、下記の９競技が開催されますので、両大会の成功に向け、これから一緒に盛り上げていきましょう！！

●問合せ：わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会事務局
Tel 077-528-3338　 Fax 077-528-4832　E-mail kokusyo-koho@pref.shiga.lg.jp
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　両大会が開催決定したことを記念し、イベントを開催します。皆さんのご来場をお待ちしています！

◆開催日　９月１１日（日） ◆場所　イオンモール草津　1階セントラルコート・レストランコート

◆時　間　11時～15時 ◆内容　競技体験・スポーツイベント

　詳しくは、県ホームページをご確認ください。

（滋賀県ホームページ）

両大会開催決定イベントを開催します！

ひとり親家庭へ支援物資をお配りしました

地域市民センターでマイナンバーカードの
交付申請サポートを実施

TOPICS

TOPICS
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●問合せ：子育て政策課　 Tel ６９‐２１７６　 Fax６９‐２２９８

●問合せ：市民課　 Tel ６９-２１３９　 Fax６３-６３３８

　ご寄付により子どもの食事や学びの機会を支援するため8月に

甲賀市特産のお米や図書カードをお配りしました。

　あわせて市からも物価高騰への支援としてレトルト食品などを

お配りし、相談窓口などをご案内しました。

　受け取られた方からは、「夏休みで子どもが家にいるので大変助

かります。」とお礼の言葉をいただきました。

　市内23か所の全ての地域市民センターでマイ

ナンバーカードの交付申請をサポートしています。

　交付申請サポートを希望される方は、ＱＲコード

付き申請書と本人確認書類（運転免許証など顔写

真付きなら１点、健康保険証・年金証書など顔写真

なしなら２点）をお持ちの上、地域市民センターに

お越しください。

　時間は、平日の８時３０分から１７時１５分です。

　ＱＲコード付き申請書をお持ちでない場合は、市

民課または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターの窓口

で再発行を申し出いただくか、電話で送付の依頼をしてくだ

さい。窓口にお越しの際は本人確認書類をお持ちください。

　お電話の場合は、後日、本人宛に転送不要の郵便で住所

地に送付します。

　最大20,000円分のポイントがもらえるマイナポイント

第２弾は、９月末までに交付申請をされた方が対象となり

ます。ぜひお近くの地域市民センターへ交付申請にお越し

ください。

▲ ひとり親家庭福祉推

進員の方々にご協力

いただきました。

▲お配りした物資

2025年

開催決定!

第79回 国民スポーツ大会

第24回 全国障害者スポーツ大会

令和４年度甲賀市子育て世帯への臨時特別給付金の

申請を受け付けています
TOPICS
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●問合せ：子育て政策課 子育て政策係　 Tel ６９‐２１７６　 Fax６９‐２２９８

　給付金の対象となる方は、期限までに申請してください。

● 支給対象者　０歳～１８歳（平成１６年４月２日～令和５

年３月３１日生まれ）の児童を養育する父母等

※ 令和４年４月３０日時点で市内に住所のある児童に限ります。

※所得制限はありません。

●支給額　対象児童１人につき１万円

● ご注意ください　申請が必要な方は、対象年齢のお

子さんあてに申請書を郵送しています。

申請不要の方（児童手当受給世帯・新生児（公務員世

帯を除く））は、７月２５日に振り込みしています。

● 申請手続き　添付書類を添えて、申請書（請求書）を

ご提出ください。

※ 詳しくはホームページをご覧いただく

か、お問い合わせください。

 市ホームページ

▲

●申請期限　令和５年３月３１日（金）まで

※早めの申請をお願いします。

● 受付窓口　子育て政策課（甲賀市役所２階）、各地域

市民センター（土山・甲賀・甲南・信楽）

後期高齢者医療保険に加入の皆さんへ

令和４年10月１日からの保険証を９月中に郵送します
TOPICS
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　後期高齢者医療制度改正により、令和4年度は保険証を２回発行します。

　現在使用されている保険証（うぐいす色（薄緑色））の有効期限は令和４年９月

30日です。

◆ 10月1日からの保険証は「クリーム色」です。

◆ 新しい保険証の有効期限は令和５年７月３１日です。

◆  現在１割負担の方のうち一定以上の所得がある方は、医療費の自己

負担割合が10月１日から２割になります。

１０月からの一部負担金割合は、

９月中にお送りする保険証をご確認ください

有効期限に

ご注意ください。

厚生労働省コールセンター　 Tel 0120-002-719　9時から18時 （日曜日、祝日、年末年始を除く）

滋賀県後期高齢者医療広域連合コールセンター　 Tel 0570-043-110 ※通話料金がかかります。

 9時から1７時（土曜日、日曜日、祝日を除く）令和４年12月28日まで開設

●問合せ：保険年金課　後期高齢者医療係　 Tel 69-2142　 Fax 63-4618

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等

医療費の自己負担割合の見直しや負担軽減（配慮措置）に関するご質問
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